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竹原市総務文教委員会 

 

平成３０年９月５日開会 

 

会議に付する事件 

（付託案件） 

 １ 議案第５６号 竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 

 ２ 議案第５７号 竹原市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例案 

 ３ 議案第５８号 竹原市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する

条例の一部を改正する条例案 

 ４ 議案第６１号 平成３０年度竹原市一般会計補正予算（第３号） 

 ５ 議案第６６号 平成３０年度竹原市一般会計補正予算（第４号） 

 ６ 議案第６８号 平成３０年度竹原市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

（その他） 

１ 報告案件 

  ・郷土産業振興館における今後の取組について 

２ 閉会中継続審査の申し出について 

 

 

  



- 2 - 

  （平成３０年９月５日） 

   出席委員 

        

氏     名 出  欠 

山  元  経  穂 出 席 

堀  越  賢  二 出 席 

川  本     円 出 席 

井  上  美 津 子 出 席 

大  川  弘  雄 出 席 

道  法  知  江 出 席 

脇  本  茂  紀 出 席 

 

   委員外議員出席者 

氏     名 

今  田  佳  男 

竹  橋  和  彦 

高  重  洋  介 

北  元     豊 

松  本     進 

 

  職務のため会議に出席した者は，下記のとおりである 

    議会事務局長                   住 田 昭 徳 

    議会事務局主事     森 田 愛 美 
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説明のため会議に出席した者は，下記のとおりである 

 
 

職      名 氏    名 

副    市    長 田 所 一 三 

総 務 部 長 平 田 康 宏 

企 画 振 興 部 長 桶 本 哲 也 

公 営 企 業 部 長 平 田 康 宏 

総 務 課 長 向 井 聡 司 

財 政 課 長 向 井 直 毅 

税 務 課 長 井 上 光 由 

産 業 振 興 課 長 國 川 昭 治 

水 道 課 長 松 岡 俊 宏 
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              午前９時５５分 開会 

委員長（山元経穂君） ただいまの出席委員は７名であります。定足数に達しております

ので，平成３０年第３回定例会の総務文教委員会を開会いたします。 

 本日，当委員会に付託を受けております案件は，委員会付託議案等一覧表に記載のとお

りであります。 

 副市長からの発言の申し出がありましたので，これを許可します。 

 副市長。 

副市長（田所一三君） 改めましておはようございます。 

 本日は，委員長をはじめ委員の皆様方におかれましては，お忙しい中，委員会を開催い

ただきましてまことにありがとうございます。 

 本日は，委員長からございましたように，議案第５６号から議案第５８号までと議案第

６１号，議案第６６号，議案第６８号の予算議案などにつきまして説明をさせていただき

ますので，どうか慎重な御審議のほどよろしくお願いいたします。 

委員長（山元経穂君） それでは，これより議事に入ります。 

 当委員会に付託された諸議案について，執行部の説明を受けてまいります。 

 審査の都合上，審議の順序につきましては，総務部関係議案として議案第５６号，同５

７号，同６１号，同６６号，その後，企画振興部関係議案として議案第５８号，最後に公

営企業部関係議案として議案第６８号の順で行ってまいりたいと思います。また，自由討

議終了後に執行部からの報告を１件受ける予定としております。これに御異議ありません

か。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（山元経穂君） 異議なしと認め，そのようにとり行います。 

 なお，執行部からの説明は，以後座ってまま行っていただいて結構です。 

 それでは，議案第５６号竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案を議題

といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 総務課長。 

総務課長（向井聡司君） 議案第５６号竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例案でございます。 

 議案説明書では６ページ，議案参考資料では１１ページでございます。 
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 提案の要旨でございますが，災害応急または災害復興等のため，他の地方公共団体から

派遣された職員に対しまして，災害派遣手当を支給することができるように改正するもの

でございます。 

 職員の給与に関する条例の中で，職員に対する各種手当が規定をされております。その

中に災害派遣手当ということを追加をするということでございます。 

 こちらの災害派遣手当につきましては，災害対策基本法の災害派遣の規定に基づきまし

て，職員が住所または居住を離れて，本市の区域に滞在をすることとなった場合に，その

滞在する期間に対してこの手当を支給するというものでございます。 

 今回の豪雨災害を受けまして，広島県地域政策局市町行財政課から各市町におきます

中・長期的な職員の派遣要請がございまして，技術系，事務系の職員を現在お願いしてい

るところでございます。派遣に来ていただける職員に対して，法律上，災害派遣手当を支

給できるということとなっておりますので，本市におきましてもこの条例を制定しまし

て，派遣してこられた職員に対しましてこの手当を支給しようとするものでございます。 

 手当の額でございますが，本市に滞在した期間の区分に応じて金額が定められておりま

す。表のとおり，３０日以内の期間，３０日を超えて６０日以内の期間，６１日を超える

期間というように区分されております。 

 滞在する施設にも定めがございまして，公用の施設，またこれに準ずる施設とその他施

設に分かれております。公用の施設，またはこれに準ずる施設は，基本的にはホテル，旅

館等以外の施設ということでございます。こちらの方は，１日につきまして３，９７０

円。それから，その他の施設，こちらの方は，ホテル，旅館等を利用した場合は３０日以

内の期間が６，６２０円，３０日から６０日の期間が５，８７０円，６０日を超える期間

が５，１４０円と定まっております。こちらは，災害対策基本法施行令第１９条で定まっ

ているものでございます。 

 施行日は公布の日から行いたいと考えております。よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

委員長（山元経穂君） それでは，これより質疑を行います。 

 質疑のある方は，順次挙手をお願いいたします。 

 ございませんか。 

 大川委員。 

委員（大川弘雄君） 済みません。ちょっとわかりづらかった。確認です。その額は全国
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一律でいいのですよね。 

委員長（山元経穂君） 総務課長。 

総務課長（向井聡司君） こちらの方は全国一律でございます。 

委員長（山元経穂君） よろしいですか。 

委員（大川弘雄君） はい。 

委員長（山元経穂君） その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（山元経穂君） それでは，次の議案に移りたいと思います。 

 議案第５７号竹原市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例案を議題といたしま

す。 

 提案者の説明を求めます。 

 税務課長。 

税務課長（井上光由君） それでは，議案書の１５ページと議案参考資料の１５ページを

お開きください。 

 議案第５７号竹原市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例案につきましては，竹

原市国民健康保険税条例，災害被害者に対する市民税等の減免措置に関する条例及び竹原

市介護保険条例について，災害，その他やむを得ない理由により，規定の期日までに減免

申請書を提出することが困難である場合において，提出期限を延長することができるよう

にするものであります。 

 改正の内容につきましては，現行条例の減免手続に係る規定につきまして，国民健康保

険税条例及び介護保険料では納期限の７日前と，市民税及び固定資産税では災害の発生し

た日から２カ月以内に減免申請書を提出しなければならないとされております。その規定

について，期限までに減免申請を行うことが困難な状況が想定されるため，平成３０年７

月豪雨による被害状況を勘案し，例外規定として，ただし，災害，その他やむを得ない理

由により，当該日までに申請書を提出することが困難であると市長が認める場合は，市長

が認める日までに提出するものとする規定をそれぞれ条例に設けるものであります。 

 施行日につきましては，公布の日から施行し，平成３０年７月５日から適用するもので

あります。 

 議案第５７号竹原市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例案につきましては，以

上であります。 



- 7 - 

委員長（山元経穂君） それでは，これより質疑を行います。 

 質疑のある方は，順次挙手をお願いいたします。 

 川本委員。 

委員（川本 円君） 済みません。今回のこの条例案のことなんですけど，一応今回の災

害に向けての話だと限定されると思いますけども，これは罹災証明を発行された家が対象

になるのか，それともそうでない場合もあるのかというのをちょっと確認でお聞きしたい

と思います。 

委員長（山元経穂君） 税務課長。 

税務課長（井上光由君） 今回の減免の対象ということでございますが，罹災証明，こち

らの方の損害程度ということが判定の基準になっておりますので，やはり罹災証明の対象

者ということになります。 

 以上です。 

委員長（山元経穂君） いいですか。 

委員（川本 円君） はい。 

委員長（山元経穂君） その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（山元経穂君） では，次の議案に移りたいと思います。 

 議案第６１号平成３０年度竹原市一般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 財政課長。 

財政課長（向井直毅君） それでは，９月定例会に上程いたします一般会計補正予算案

（第３号）について，補正予算書に沿って説明をいたします。 

 まず，補正予算書１ページをお開きください。 

 このたびの補正予算案の主な内容といたしましては，公共施設敷地に築造されたブロッ

ク塀等について，現行の建築基準法に不適合なもの等の対策に必要となる経費のほか，平

成２９年度に実施いたしました各種事業に対し交付された国庫支出金等について精算をし

た結果，返還が必要となったことから，それに対応するための経費などを歳出予算等に計

上するものでございます。 

 その額につきましては，第１条にありますとおり，歳入歳出予算の総額にそれぞれ８，

１２０万７，０００円を追加し，総額を１４４億２，５７４万４，０００円とするもの，
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また債務負担行為の追加を行うとともに，地方債の追加を行う内容となっています。 

 ３ページをお開きください。 

 歳出の補正内容につきましては，総務費，民生費，農林水産業費の３款において追加計

上を行うものでございますが，その個別の具体的な内容につきましては，事項別明細書で

説明をいたしますので，１２ページと１３ページをお開きください。 

 まず，総務費，総務管理費，財産管理費について，普通財産等管理に要する経費として

維持補修工事費など２，２１０万円の追加計上を行うものでございます。内容につきまし

ては，平成３０年度６月に発生した大阪北部地震において，公立小学校敷地に築造された

ブロック塀が倒壊し，児童が死亡した事案を受け，本市の公共施設敷地に築造されたブロ

ック塀５８カ所を調査した結果，現行建築基準法不適合や，同法に適合をしていますが，

劣化等により対処が必要とするものが２５カ所あり，特に早急な対応が必要な荘野小学校

を除く２４カ所について改修，解体等を実施するものでございます。箇所数につきまして

は，本日配付いたしました別紙資料一覧をごらんいただければと思います。 

 財源につきましては，工事請負費の一部に起債を充て，残りを一般財源とするものでご

ざいます。 

 続きまして，１４ページ，１５ページをお開きください。 

 民生費，社会福祉費，社会福祉総務費について，一般事務に要する経費として，国・県

支出金返還金３８９万７，０００円を追加計上を行うものでございます。平成２９年度中

に社会福祉課が実施しました事業に対して，国から概算交付された補助金について精算を

した結果，返還を行うこととなったことから，必要な予算計上を行うものでございます。

返還の対象となった事業につきましては，平成２８年度臨時福祉給付金支給事業でござい

ます。財源については，一般財源でございます。 

 次の障害者福祉費について，障害者福祉事務に要する経費として，国・県支出金返還金

１，２５３万２，０００円の追加計上を行うものでございます。平成２９年度中に実施い

たしました障害福祉に関する事業に対して，国や県から概算交付された補助金や負担金に

ついて精算を行った結果，返還を行うこととなったことから，必要な予算計上を行うもの

でございます。返還の対象となった事業につきましては，障害者自立支援事業，障害児通

所給付事業などが主なものでございます。財源については，一般財源です。 

 次の老人福祉費について，一般事務に要する経費として，地域医療介護総合確保事業補

助金８００万円の追加計上を行うものでございます。内容につきましては，健康保険法等
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の一部改正に伴い，介護療養型病床について，介護医療院へ転換を図る医療機関に対し補

助金を交付するものでございます。交付先につきましては，安田病院で，広島県の地域医

療介護総合確保事業補助金を活用し，当該病院内にある介護療養型病床４０床を介護医療

院に転換するために必要な費用を補助するものでございます。財源については，県支出金

で，歳出予算全額に対して充当されるものでございます。 

 続いて，１６ページ，１７ページをお開きください。 

 民生費，児童福祉費，児童福祉総務費について，一般事務に要する経費として，子ど

も・子育て支援事業計画策定事業に係る通信運搬費３３万６，０００円，計画策定委託料

３１８万６，０００円，国・県支出金返還金２０６万円の追加計上を行うものでございま

す。子ども・子育て支援事業につきましては，子ども・子育て支援法に基づき，地域の子

ども・子育て支援の充実を図るため，平成２７年度から平成３１年度までの５年間を期間

とする計画を策定しており，計画の最終年度である平成３１年度までに次期計画を策定す

ることが義務づけられており，平成３１年度当初予算に計上し，計画を策定することとし

ておりましたが，ニーズ調査等について，平成３０年度中の実施に限り，地方交付税措置

されることとなったため，当該業務について補正により対応し，平成３１年度までの２カ

年で策定をすることとしたものでございます。 

 次に，国・県支出金返還金につきましては，平成２９年度中に社会福祉課が実施した各

種事業に対して，国や県から概算交付された補助金や負担金について精算を行った結果，

返還を行うこととなったことから，必要な予算計上を行うものでございます。返還の対象

となった事業につきましては，利用者支援事業や一時預かり事業など，子ども・子育て支

援交付金支給事業，ひとり親家庭等医療費支給事業などが主なものでございます。財源に

ついては，一般財源でございます。 

 次の母子福祉費について，母子父子家庭援護に要する経費として，施設入所措置費６９

５万４，０００円の追加計上を行うものでございます。内容につきましては，本市からの

母子生活支援施設への入所世帯数の増加と，その施設の全入所世帯数の減少による１世帯

当たりの措置費用単価の増加によりまして，予算の不足が生じたものでございます。財源

につきましては，国庫支出金を歳出予算額の２分の１，県負担金を歳出予算額の４分の１

充当し，残りを一般財源とするものでございます。 

 次に，１８ページ，１９ページをお開きください。 

 民生費，生活保護費，生活保護総務費について，生活保護事務に要する経費として，
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国・県支出金返還金２，００４万２，０００円の追加計上を行うものでございます。平成

２９年度中に実施いたしました生活保護支給事業等に対して，国から概算交付された負担

金が精算を行った結果，返還を行うこととなったことから，必要な予算計上を行うもので

ございます。返還の対象となった事業については，生活保護のうち生活扶助，医療扶助，

介護扶助，生活困窮者自立相談支援事業などが主なものでございます。財源については，

一般財源でございます。 

 次に，２０ページ，２１ページをお開きください。 

 農林水産業費，農業費，農業振興費について，農業振興対策に要する経費として，園芸

作物条件整備事業補助金など２１０万円の追加計上を行うものでございます。園芸作物条

件整備事業補助金につきましては，園芸産地拡大や担い手の経営高度化を図るため，耕作

条件の改善を行うことを目的とし，２０２０広島県農林水産チャレンジプランにおいて，

重点及び推進作物として位置づけられている作物を導入するための土壌改良や排水対策等

の耕作条件の改善を行う担い手に対し補助金を交付するもので，今回の対象事業は，認定

新規就農者の赤坂氏が白ネギ耕作のための農地拡大に向け，遊休農地の土壌改良を行うも

の，また認定農業者のサンファームおなしがカボチャからキャベツに耕作品目の転換を図

るための土壌改良を行うものの２事業に対し補助金を交付するものでございます。 

 次に，園芸用農地確保支援事業補助金につきましては，園芸作物の生産面積の拡大を図

るため，農地を所有しない担い手に対し農業集積をすることを目的とし，農地を提供した

農地所有者に対し補助金を交付するもので，今回の対象は，高崎町の中浦新開地区におい

て農地を提供した農地所有者３１人に対し補助金を交付するものでございます。財源につ

いては，県支出金で歳出予算額全額に対して充当されるものでございます。 

 次に，歳入予算の説明をさせていただきます。 

 １０ページ，１１ページにお戻りください。 

 国庫支出金，県支出金及び市債につきましては，歳出の説明に合わせて触れましたの

で，説明を省略させていただきます。繰越金については，平成２９年度の決算剰余金のう

ち基金に積立を行った額を除いた残額を全て予算計上を行っております。財政調整基金を

１０８万１，０００円減額し，最終的な収支の均衡を図っているところでございます。 

 次に，債務負担行為でございます。 

 ４ページをお開きください。 

 子ども・子育て支援事業計画策定に要する経費につきましては，平成３０年度から平成
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３１年度までの期間として７１１万９，０００円を限度額として定めるものでございま

す。次期子ども・子育て支援計画を２カ年で策定することから，そうした契約締結が可能

となるよう債務負担行為の追加を行うものでございます。 

 次に，５ページ，地方債の補正でございます。歳入予算の市債の補正にあわせ，地方債

の追加を行うものでございます。 

 以上で一般会計補正予算案の説明は終わります。 

委員長（山元経穂君） それでは，これより質疑を行います。 

 質疑は，ページ数を示した上で挙手をもって質疑をお願いいたしたいと思います。 

 それでは，質疑のある方よろしくお願いいたします。 

 川本委員。 

委員（川本 円君） １７ページの母子父子家庭支援に要する経費の中の施設入所措置費

です。今の母子父子の家庭が増加したというふうな話をお伺いしましたけども，どれぐら

い増加したのか，それに対してこれだけの費用がかかったのか，ちょっと内訳も含めて教

えていただければ。 

委員長（山元経穂君） 財政課長。 

財政課長（向井直毅君） 増加につきましては，今まで１世帯４名であったものが，２世

帯６名に増加をいたしております。 

 費用については，この増加分とあわせまして，先ほどちょっと触れましたが，対象の施

設の総入居者がそれぞれそれに係る費用を世帯割でこの費用を分担しているという仕組み

になっておりまして，全体の入所者自体が減少しているというようなこともあわせて，竹

原市からの措置者は１世帯増加したのですけれども，その施設そのものの入所世帯は実際

に減少したことによってその単価も上昇したと。この２つによって予算の不足が生じたと

いうようなことで，今回補正を上げさせていただいております。 

委員長（山元経穂君） よろしいですか。 

 川本委員。 

委員（川本 円君） まず，どこのどういった施設かというのが。ちょっとごめんなさい

ね，僕の勉強不足で。まず，それを教えて。 

委員長（山元経穂君） 続いていきますか。そこで切ります。 

 財政課長。 

財政課長（向井直毅君） 施設については県内ということで，施設の場所というのは，や



- 12 - 

っぱりこういった施設上，場所は明らかにされておりません。県内にある施設ということ

で，主にこういった施設については，ＤＶ被害を受けた世帯が避難して入所するというよ

うなケースが多いということでございますので，施設自体は，場所がどこにあるかという

のは実際に公表していない。ただ，県内の施設ということだけで御了解いただければと思

います。そこへ各地から竹原市も含めていろんな方々が入所されているというような状況

になっております。 

委員長（山元経穂君） その他ございませんか。 

 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（山元経穂君） では，次に議案第６６号平成３０年度竹原市一般会計補正予算

（第４号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 財政課長。 

財政課長（向井直毅君） 済みません。続いて，また９月定例会に上程いたします一般会

計補正予算案（第４号）について，補正予算書に沿って説明をさせていただきます。 

 まず，補正予算書の１ページをお開きください。 

 このたびの補正予算案の主な内容といたしましては，平成３０年７月豪雨により本市で

発生をした災害に対応するための経費を歳出予算等に計上するものでございます。 

 その額については，第１条にありますとおり，歳入歳出予算の総額にそれぞれ１２億

４，５４９万７，０００円を追加し，総額を１５６億７，１２４万１，０００円とすると

ともに，地方債の変更を行う内容となっております。 

 次に，補正予算書３ページをお開きください。 

 歳出の補正内容につきましては，民生費，土木費，災害復旧費の３款において追加計上

を行うものでございますが，その個別の具体的な内容については，事項別明細書で説明を

いたしますので，１０ページと１１ページをごらんください。 

 まず，民生費，災害救助費，災害救助費について，災害救助に要する経費として，臨時

職員賃金，災害廃棄物処理委託料及び被災家屋等撤去交付金，地域支え合いセンター事業

委託料，経営体育成支援事業補助金など２億３，０５３万１，０００円の追加計上を行う

ものでございます。内容につきましては，罹災証明発行事務及び宅地内土砂等撤去事務に

係る臨時職員賃金，あとは被災家屋の解体撤去や宅地内土砂等の撤去に係る委託料及び，



- 13 - 

同撤去等を住民自ら実施した場合に係る交付金，被災者の早期の生活再建に向け，広島県

や関係団体と連携し，被災者を一体的に支援するために設置する地域支え合いセンター開

設に伴う委託料及び当該事務に係る消耗品等，また農業用ハウス等被災した農業用施設の

復旧に係る費用の補助，また災害の援護に資するための災害見舞金の支給などを行うもの

でございます。財源につきましては，災害廃棄物処理業務委託料及び被災家屋等撤去交付

金につきましては，国庫支出金を歳出予算額の２分の１，地域支え合いセンター事業委託

料等につきましては，県支出金を歳出予算額の全額，経営体育成支援事業補助金につきま

しては，県支出金を歳出予算額の９分の５充当し，残りを一般財源とするものでございま

す。 

 次に，１２ページ，１３ページをお開きください。 

 土木費，都市計画費，公共下水道事業費について，公共下水道事業に要する経費とし

て，公共下水道事業特別会計繰出金４４７万９，０００円の追加計上を行うものでござい

ます。内容につきましては，今回の災害における竹原浄化センター及び竹原中央ポンプ場

の施設修繕等に係る経費について，総事業費から起債で充当する部分を除いたものを一般

会計より繰り出すものでございます。事業の内容につきましては，竹原中央ポンプ場にお

いて，豪雨対応により通常時の電動ポンプ１基に加え，非常時のＡ重油ポンプを長時間稼

働させたことにより燃料費に不足が生じたため，また同ポンプ場内に大量の土砂が流入し

たため土砂の撤去を行うものでございます。竹原浄化センターにつきましては，豪雨によ

り浄化センターの水処理棟内のスカムスキマー，これは最終沈殿池にたまったごみを回収

するような装置でございますが，このスカムスキマーが故障し，同装置の修繕を行うもの

でございます。財源については，一般財源でございます。 

 次に，１４ページ，１５ページをお開きください。 

 災害復旧費，公共土木施設災害復旧費，公共土木施設災害復旧費について，公共土木施

設災害復旧に要する経費として，測量設計委託料，災害復旧工事費など８億１，６８０万

円の追加計上を行うものでございます。内容につきましては，道路，河川，橋梁，公園等

の公共土木施設の災害復旧に必要な予算を計上するものでございます。今回の災害により

市内の公共土木施設が多数被災し，甚大な被害となっている中，復旧には相当な期間を有

することが想定されることから，施設の利用頻度や二次災害防止の観点などから優先順位

を定める中で，今年度工事発注が見込めるものについて今回予算を計上するものでござい

ます。財源につきましては，国庫支出金を４億７，００５万円，地方債を３億４，６６０
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万円，都市基盤整備基金繰入金を１５万円充当するものでございます。 

 続いて，１６ページ，１７ページでございます。 

 災害復旧費，農林水産施設災害復旧費，農林水産施設災害復旧費について，農林水産施

設災害復旧に要する経費として，測量設計委託料，災害復旧工事費など１億８，６７０万

円の追加計上を行うものでございます。内容につきましては，農地，農道，林道等の農林

水産施設の災害復旧に必要な予算を計上するものでございます。今回の災害によりまし

て，市内の公共土木施設と同様に農林水産施設においても多数被災し，甚大な被害となっ

ている中，復旧には相当な期間を有することが想定されることから，施設の利用頻度や二

次災害防止の観点などからこちらも優先順位を定める中で，今年度工事発注が見込めるも

のについて今回予算を計上するものでございます。財源につきましては，国庫支出金を

８，５５０万円，地方債を７，２７０万円，分担金及び負担金２，４６３万円，都市基盤

整備基金繰入金を３８７万円充当するものでございます。 

 続きまして，１８ページ，１９ページでございます。 

 災害復旧費，文教施設災害復旧費，社会教育施設災害復旧費について，社会教育施設災

害復旧に要する経費として，修繕料，災害復旧工事費計３８１万６，０００円の追加計上

を行うものでございます。内容につきましては，東野公民館の機能を早期に復旧させるた

めの施設の修繕を専決補正予算において実施することといたしておりましたが，この予算

に不足が生じたため追加計上をするものでございます。また，今回の災害により，伝統的

建造物群保存地区内の側溝ぶたが流出したため，流出した部分の側溝ぶたの再整備を行う

ものでございます。財源につきましては，国庫支出金を５４万３，０００円，地方債を３

２０万円，都市基盤整備基金繰入金を７万３，０００円充当するものでございます。 

 続いて，２０ページ，２１ページでございます。 

 災害復旧費，その他公共施設等災害復旧費，その他公共施設等災害復旧に要する経費と

して，災害復旧工事費３１７万１，０００円の追加計上を行うものでございます。内容に

つきましては，被災した金九郎集会所の機能を早期に復旧させるための施設の復旧工事を

専決補正予算において実施することといたしておりましたが，この予算に不足が生じたた

め追加計上をするものでございます。財源につきましては，地方債を３１０万円，都市基

盤整備基金繰入金７万１，０００円を充当するものでございます。 

 次に，歳入予算の説明をいたします。 

 ８ページ，９ページにお戻りください。 
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 分担金及び負担金，国庫支出金，県支出金，市債及び繰入金のうち，都市基盤整備基金

繰入金につきましては，歳出の説明にあわせて触れさせていただきましたので，説明を省

略させていただき，最終的に財政調整基金繰入金を１億２，０８７万８，０００円計上

し，収支の均衡を図っているところでございます。 

 続いて，地方債の補正について４ページをお開きください。 

 歳入予算の市債の補正にあわせ，地方債の変更を行うものでございます。 

 以上で一般会計補正予算案の説明は終わります。 

委員長（山元経穂君） 先ほどの補正予算（第３号）と同じように，ページ数をお示しし

た上で質疑をお願いいたします。 

 それでは，順次質疑をお願いいたします。 

 川本委員。 

委員（川本 円君） 済みません。ちょっとページ数はないのですけど，まず今回の災害

に対して基本的なことなのですが，国の激甚災害の指定を受けて進めている事業があると

思います。まず，そもそも激甚災害の指定を受けるということは何ぞやということをまず

お聞きしたいのと，国の補助の方がかなり高い，九十何％高いライン，竹原市で言うなら

ば，その範囲はどの範囲を激甚災害として認められて，それに対応できるものであるかと

いうのがちょっと基本的なことで申しわけないのですが，そのあたりをちょっと先にお聞

かせいただければと思います。お願いできますか。 

委員長（山元経穂君） 財政課長。 

財政課長（向井直毅君） まず，激甚災害とはということでございますが，通常の公共土

木施設でありますとか，農林水産施設の災害に関して，通常のこういう復旧工事について

は，それぞれ国の補助率が５０％とか，そういった形で指定されておりますが，こういっ

た大災害においては，国の予算においてそういった補助率のかさ上げを行うために，こう

いった法律に基づいて，この激甚災害の指定というものがされることになっております。 

 この範囲については，竹原市においては，市内全域がその指定の範囲となっておりまし

て，それに係るそういった復旧工事について，様々条件に応じてそういった補助率のかさ

上げが行われるという仕組みになっておりまして，そのかさ上げの率につきましては，国

の予算に応じて，その率というのは変動いたしまして，それぞれ決まった率ではございま

せん。おおむね９０％以上のかさ上げということは通例となっておりまして，過去５年の

実績の平均でいたしますと，農地についてはおおむね９５．７％，農業用施設については
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９８．１％，林道等につきましては９１％とかさ上げが行われております。公共土木施設

につきましても，同様にそういった率のかさ上げが行われておりますが，この率につきま

しては，最終的には国の予算に応じてということでございます。各激甚災害に指定された

県，また市町のそういう被害総額に応じてこの率というのは定まりますので，これはおそ

らく国の災害査定が終わった以降でないと，どれだけの率がかさ上げされるかというのは

わからない状態でございます。おおむね年度内には，遅くともその率というのは確定する

ものと思いますが，先ほど申し上げたのは過去５年の平均ということで御理解いただけれ

ばと思います。 

委員長（山元経穂君） 川本委員。 

委員（川本 円君） ありがとうございます。 

 続きまして，ページ数で言いますと，今度は１１ページの方，災害に対する１３番，災

害廃棄物処理業務等委託料のところでちょっとお伺いしたいのですけども，この中に当然

処分費も含まれてくると思いますけど，今，毛木沖ですか，仮置きという形をとっておら

れますけども，大体いつごろを目途に一応あくまでも仮置きですから，いつごろ目途に処

分を実施されるのかということと，あとちょっと気になるのは，話に聞きますと，解体費

の方がちまたではちょっと高騰しているのではないかというふうな話もお伺いしたことが

ございます。その高騰に対して追加分が出た場合どういった対応をされるのか，あわせて

ちょっとお伺いしたいと思います。 

委員長（山元経穂君） 財政課長。 

財政課長（向井直毅君） それでは，災害廃棄物処理業務等委託料につきまして，この

８，３８０万円というのは，これは今の毛木沖の浄化センターに置いてあります災害廃棄

物の処理には，これは含まれておらずに，それについては専決予算で処理させていただい

ておりまして，この８，３８０万円というのは，宅地内の土砂とか，がれきの撤去に係る

費用の追加分というふうに御理解いただければと思います。 

 専決予算で計上いたしておりました，そういった災害廃棄物処理につきましては，おお

むね現在の計画では年度内にはその処理を終えるというような計画で進んでいるというふ

うにお聞きしております。 

委員（川本 円君） 解体費の高騰は。 

財政課長（向井直毅君） 解体費の高騰についても，現行をこういった形で専決予算にも

約２億円，今回８，３８０万円追加で計上させていただいておりますが，予算に不足が生
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じた場合については，今後１２月なりでまた再度そういった予算の不足が生じた場合につ

いては計上させていただければというふうに考えているところでございます。 

委員長（山元経穂君） 川本委員。 

委員（川本 円君） それでは，１５ページ，復旧費の方，公共土木の復旧費の中の１５

番の災害復旧工事の中，これはかなり範囲が広くなってくると思います。そこで気になる

のが今回も台風の２１号，事なきを得た感じがありましたけど，その台風なり雨に対する

市民の不安というのが拭えない状態が当分続くかと思います。河川の川底が大分高くなっ

て，浚渫を望む声をよく聞くのですけども，当然この復旧工事の中に含まれているとは思

いますけども，先ほどお話あった，優先順位をつけてという話が。その優先順位につい

て，特に今多く望んでいる河川についての優先順位は，市としてはどのような順位で大体

どれぐらいを目途にやられるのかというのがわかる範囲で結構ですので，教えていただけ

ればと思いますが。 

委員長（山元経穂君） 財政課長。 

財政課長（向井直毅君） 公共土木施設の災害復旧工事につきましては，委員おっしゃら

れますとおり，河川も含まれておりまして，当然そういった浚渫というものも非常に重要

な復旧工事で当然早期にそれは実施すべきものというふうに認識いたしております。これ

はどこをどのように優先順位をつけるかというのは，これからにはなろうかと思うのです

けども，先ほど申し上げましたように二次災害防止の観点から，やはりそういった危険度

の高い箇所の優先順位を高く設定する中で，今後順位づけというのはすべきものかなと思

います。 

 当然河川についても，県管理の河川につきましてはこれは県事業ということになりまし

て，これは早期の復旧についてこれから県に対しても要望を今現在させていただいている

ところでございますが，それ以外に関しても，そういった増水等によってより被害が多く

見込まれるところというものを優先的に復旧，浚渫というのをしていくというふうな考え

方で優先順位づけというのはこれからということになろうかと思うのですけれども，当然

国の補助事業が絡むものにつきましては，災害査定というものをまず受ける必要があろう

かと思います。そういった災害の査定が終わったものから順次実施していくというような

ことになろうかと思いますので，その災害査定を受ける順番についても，やはりそういっ

た被害の大きいものから順番に受けていくというようなことになろうかと思いますので，

そういった中で優先順位づけをしていくというようなことになろうかというふうに思って
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おります。 

委員長（山元経穂君） 川本委員。 

委員（川本 円君） ありがとうございます。済みませんね。前後して，もう一回１１ペ

ージに戻っていただいて，その中の１９番と２０番，家屋撤去交付金並びに災害見舞金を

計上しておりますが，これは確定した件数があるのか，それとも見込みなのかというのを

ちょっとわかる範囲でお願いいたします。 

委員長（山元経穂君） 財政課長。 

財政課長（向井直毅君） まず，交付金については，現在まだ申請相談を受け付けている

途中でございまして，確定しているものではございません。見込みとして現在の申請状況

を加味して，おおむね１５４件程度ということで見込んでいるところでございます。 

 災害見舞金についても，これも同様でございまして，現在そういった申請なり，相談を

受ける中でおおむね件数としては見込んでいるものが，全壊家屋の被災者は２８件，半壊

については３０７件，床上浸水については５０件という形で当面見込んでおりまして，こ

れも当然現在の見込みが入っておりますので，予算に不足が生じるようなケースがある場

合には，また再度１２月に追加で不足分については計上させていただければというに考え

ているところでございます。 

委員（川本 円君） わかりました。 

委員長（山元経穂君） よろしいですか。 

委員（川本 円君） はい。 

委員長（山元経穂君） その他ございませんか。 

 大川委員。 

委員（大川弘雄君） １１ページをお願いします。まず，地域支え合いセンター事業委託

の内容を教えてください。それと，１９番，経営体育成支援についてまずお願いします。 

委員長（山元経穂君） 財政課長。 

財政課長（向井直毅君） まず，地域支え合いセンターの事業の内容でございます。 

 これは，委託先としてまず社会福祉協議会を想定いたしておりまして，ここへ相談員と

か保健師を採用していただき，被災者の見守りでありますとか，そういった心のケアの相

談，また訪問相談というな形をこちらの支え合いセンターにおいて実施するというような

内容でございます。同様に，これは県においてもそういった支え合いセンターを県全域で

設置いたしておりまして，この県の支え合いセンターと連携して，被災者のそういった心
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のケアに係る業務をこの地域支え合いセンターで行うというような事業でございます。 

 続いて，経営体育成支援事業の補助金についてでございます。 

 こちらにつきましては，農林水産施設の復旧工事というのが主にはそういった農地とか

水路，ため池などの復旧工事に要する経費として計上されているものでございまして，農

業用の設備，農業用のハウスとか，そういった設備は補助対象外となっております。こう

いった補助対象外の経費を救うといいますか，対象にして新たにこれは制度化されたもの

でございまして，この農業用ハウスが吉名地区にジャガイモの生産者が２軒ほど被災して

いるということで，これの農業用ハウスの解体撤去，また新たな農業用ハウスの整備，こ

ういったものを行うための事業の補助ということとなっております。 

委員長（山元経穂君） 大川委員。 

委員（大川弘雄君） 足りない部分の補助が不足しているところに手当てをするというこ

とですね。わかりました。 

 １５ページ，公共土木施設の復旧ですけども，優先順位をつけてやっていただけるとい

うことなのですが，今年度見込めるものということでありましたけども，予算は立てても

なかなか僕の感覚では執行が難しいのではないかなという思いがあるので，その辺の業者

も少ないですよね。業者に聞いてもできるのかみたいなことを，入札のこともあるでしょ

うから，その辺はちょっとこれを早く進める工夫というのは考えておられますか。 

委員長（山元経穂君） 財政課長。 

財政課長（向井直毅君） 工事につきましては，確かにおっしゃられますとおり，市内の

事業者というのは限られておりまして，やはり全ての災害復旧工事を年度内というのは非

常に件数的にも厳しいというなことはお伺いいたしております。そういった意味も含めま

して公共土木工事については，おおむね２カ年で工事を終了するというような計画を立て

ております。さらには，当然市内業者で対応し切れない分については，市外といいまして

も市外も相当な被害を受けておりますので，県内自体でそういった工事事業者が不足して

いるというな状況もございますので，これは県外，また全国的にそういった大手も含めた

災害復旧工事に携われる事業者，可能な事業者というのを今後探していく中で早期の復旧

を図っていきたいというふうには考えているところでございます。 

委員長（山元経穂君） 大川委員。 

委員（大川弘雄君） これは河川も入るのですよね。今，上流の方からやっておられます

けども，やはり二次災害を考えたら，上流で幾らきれいにしても下がとまっていたらどう
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にもならないので，災害が出るのは下ですから。だから，そういうところも含めて三社と

か，本郷のように大物の機材は入らないと思うのですよ。どうも本郷がひどかったので早

いのでしょうけども，うちは遅れているというふうに見ていますので，業者を複数入れる

とか，専門的な業者って市内にあるのか，そこは今回に限ってはいないのであれば，協力

してもらうというのもありかなと思うのです。市内業者ということでやっているのですけ

ども，不安と安全というのですかね，そういうものに対しては迅速にやる必要があるの

で，そういう時にはいろんなことを考えたらいいと思います。 

 それともう一つは，この細かい難しい作業があるではないですか。そういったところ

は，地元の業者さんの方が近いですし，何かといろんな地形のこともわかっておられるの

で，入札も大事なのでしょうけども，早くするというのも大事なので。そのあたりどれぐ

らいのことが必要かわかりませんけども，僕はどっちかというと二次災害を考えると，も

う２年と言わずに，ほぼほぼ１年以内で安全なものにしていかないと思うのですけども，

その辺の工夫をお願いできますか。 

委員長（山元経穂君） 細かい作業とは小規模箇所ということですか。 

 財政課長。 

財政課長（向井直毅君） 委員おっしゃられますとおり，そういった部分につきまして，

過去大規模な災害を経験している例えば熊本でありますとか，東北，そういったところも

同様にやはり業者数が不足していた中でどのような形で災害復旧を進めていったかという

のを今現在調査研究をさせていただいているところでございます。これで参考にできるも

のは是非参考にさせていただく中で，早期の復旧に向けた工事の手法というものは今後考

えていきたいというに考えております。 

 また，小規模な災害につきましても，当然工事の執行については，入札というものは原

則にはなっているところでございますが，やはりこういった大規模，多数災害が発生して

いるということで，早期の復旧というものを考える中で，特例といたしましてそういった

入札行為に至らず，随意契約というについても当然，余り際限なくそれはやるべきではな

いというふうには考えておりますが，できるだけ柔軟には対応する中で執行はさせていた

だければというふうに思っているところでございます。 

委員長（山元経穂君） 大川委員。 

委員（大川弘雄君） 特にさっき言った細かいというか，小規模のところ，小規模といっ

ても結構大規模なのですよ，今回は。ただ，狭いところが多いので，大きなものが入らな
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い。そうしたら，工夫としては１期，２期で分けるとか，そうすると随意がさっとできる

ようなことがあるではないですか。そういう工夫を是非していただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

委員長（山元経穂君） その他ございませんか。 

 よろしいですか。 

 道法委員。 

委員（道法知江君） まだまだ復旧の状況がたくさん市内でもあって，こういった時間の

中でも復旧活動に専念されておられる職員の方も多いと思うのですが，そもそものことを

伺いしたいのですけども，一度全協の方で説明をいただいた，財政課の説明をいただいた

時のいわゆる専決処分のものと，それと今回追加で第４号ということなのですけども，そ

うすると全体像というものの中の今回の補正はどれぐらいの範囲を占めているのかという

ことをまず第１点と。 

 それと，ほかの市町では，それぞれの被害状況の地域別とかの被害金額とかというのが

具体的に出ているのですけども，公共も含みそういうものもきちっと掌握されていると思

うのですけども，そういったいわゆる全体の数字は出ているのだけども，具体なものとい

うのは私たちが目で見て確認できないのですよね，資料が余りにも不足しているので。そ

のことについてちょっとお聞きしたいなと思うのですけど。 

委員長（山元経穂君） 財政課長。 

財政課長（向井直毅君） まず，被害総額に対して今回の専決と９月補正で実施予定の率

という，この公共土木施設と農林水産施設の災害復旧工事に関しましては，設計と工事を

合わせておおむね４５％程度の予算を今回９月補正までで計上させていただいておりま

す。そのうち公共土木施設についてはおおむね３割，それから農林水産施設については２

３％程度というふうに御理解いただければと思います。これは，まずはやはり工事の復旧

に関しては，まず設計を行わないといけないということもありまして，まずは設計をした

後，工事というふうに移っていきますので，それで今年度についての工事の執行率が若干

低目というようなことで，トータルといたしましては，復旧工事に関しましては，公共土

木，農林施設を合わせておおむね３割程度の予算を計上させていただいているというふう

に御理解いただければと思います。そのうち，公共土木につきましては，先ほど申し上げ

ましたとおり２年間で全ての工事を行いたいと。また，農林水産施設については，おおむ

ね３年を目途に工事を行っていきたいというような計画を今立てているところでございま
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す。 

 あわせて，災害の被害箇所につきましては，現在，担当部署の方で箇所数というのは把

握をいたしているところでございまして，その公表につきましては，その箇所数と金額を

精査する中でできるだけ詳細な公表というものも考えさせていただいて，今現在，市内全

域でしか被害総額というのは実は算定をいたしておりませんので，地域別の被害の箇所，

また額については今後そういった調整する中でできるだけ早目にお示しできればというふ

うに考えているところでございます。 

委員長（山元経穂君） 道法委員。 

委員（道法知江君） できなかったことを指摘するというよりも，少し前に向かっていっ

ていただくことをここでも委員会でも発言しないといけないと思うのですけども，ほかの

市では，公共土木工事の被災状況，地域別，被害額，きちっと明確に書かれている資料が

ある。農林も含めてですけども，きちっと地域別に書かれている。それが掌握できている

のが７月２０日時点でできているという資料もあったりするものですから，では今の第４

号で上がってきているものは，全体的にいうと２年間でやるにしてもどこのどの辺の部分

の範囲なのかなということでお伺いさせていただいたのですけども，コンサルが非常に少

ないですし，設計も厳しいという状況ではあると思うのですけども，やはりどこに住んで

いても，そこにいる人にとってはいち早く何とかしてほしいというのが心情だと思います

ので，本当にマンパワーが足りませんけれども，そこは県外からでもという思いで頑張っ

ていただかないといけないなというふうに感じております。 

 なぜこういったことを話しさせていただくのかというと，やはりどうしても竹原市全体

の財源がこういった大災害になって将来的に一体どうなるのかというのがおそらく議場に

おられる議員さん一人一人が非常に大切な議決を担わないといけないということもありま

すので伺った。竹原市の今後の財政負担，基金の取り崩しとか，そういった問題を含めて

本市の財政状況にどれだけの影響を及ぼすのかということを今現時点で結構なのですけど

も，どういった考えをお持ちなのかお伺いさせていただきたいと思います。 

委員長（山元経穂君） 財政課長。 

財政課長（向井直毅君） 今後の財政状況に及ぼす影響ということでございます。 

 確かに今，道法委員さんおっしゃられましたように，かなり基金の取り崩しというもの

も今回専決処分予算，また今回の第４号の補正予算についても計画予定をいたしておりま

す。今回の災害につきましては，先ほども申し上げましたように，激甚災害の指定により
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ましてかなり補助率のかさ上げもされております。あわせて，特別交付税措置というもの

も今後見込めるものもあろうかと思います。そういった中で，できる限り一般財源の繰り

出しというものも最小限に抑えるような取組というのも今後する必要がある。そうは言い

ながら，後年度にわたって，当然起債というものも含めて考えますと，後年度においてか

なり財政負担が単年ではなくて，将来にわたってそういった起債の償還などで負担が増加

するものというふうに考えているところでございます。そういった中で，今回，庁内の内

部組織ではございますが，行政改革強化推進本部というものを立ち上げた中で，様々な事

務事業に対して，既存の事業の見直しも含めて今後財源の確保といわゆる歳出の抑制を図

る中で安定的な財政運営に努めてまいりたいというふうに現在考えているところでござい

ます。 

委員長（山元経穂君） 道法委員。 

委員（道法知江君） 公共施設の整備計画等もありますし，本当に財政課にとって非常に

厳しい業務内容ではないかなと思っておりますけれども，全庁を上げていろいろと検討し

ていただかないといけない。深刻な今回の第４号の補正ではないかなというに感じており

ますので，よろしくお願いいたします。 

委員長（山元経穂君） よろしいですか。 

 その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（山元経穂君） 質問もないようでありますので，ここで説明員の入れかえもあわ

せ，暫時休憩いたします。１１時５分まで休憩いたします。 

              午前１０時５５分 休憩 

              午前１１時０３分 再開 

委員長（山元経穂君） それでは，休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に，議案第５８号竹原市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する

条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 産業振興課長。 

産業振興課長（國川昭治君） それでは，産業振興課の案件につきまして説明をさせてい

ただきます。 

 議案書の１９ページをお開きください。 
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 提案いたします議案は，竹原市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関

する条例の一部を改正する条例案でございますが，まず初めにこの条例の概要について説

明をさせていただきます。 

 この条例につきましては，平成２８年３月定例会で議決をいただいたところでございま

すけども，東京等への人口の過度な集中が進む中で地方創生を推進するためには，これら

を是正する必要があることから，地方での安定した良質な雇用の確保を図るため，いわゆ

る本社機能あるいは研究施設等を首都圏，近畿圏及び中部圏以外の地域に移転，新増設を

行う事業者に対しまして，３年間の固定資産税の軽減を行う条例となっております。 

 それでは，本議案に関しまして説明をさせていただきます。 

 議案書の２０ページをお開きください。 

 今回の条例改正につきましては，国の地方再生法の改正によりまして，課税特例等の適

用範囲が拡大をされ，課税の特例等を受けられる地域といたしまして，先ほど説明をさせ

ていただきました近畿圏，中部圏のこの課税特例のエリアに含まれるということで改正が

行われましたので，それに伴います改正でございます。実施事業の名称が変更されたこと

及び，広島県及び県内市町が同法第５条の規定によって共同で策定している地域再生計画

が変更され，事業者の認定期限が延長されたことに伴いまして，必要な規定の整備を行う

ものでございます。 

 具体には，議案参考資料の２２ページをお願いいたします。 

 条例改正案につきましては，新旧対照表のとおりでございますが，第３条中の実施事業

の名称を先ほどの中部圏，近畿圏が含まれたことから，地方活力向上地域特定業務施設整

備事業，旧はこちらでございましたが，改正後は地方活力向上地域等特定業務施設整備計

画に改めまして，認定期限につきましても，平成３０年３月３１日であったものを平成３

２年３月３１日に改めるものでございます。 

 以上です。 

委員長（山元経穂君） それでは，順次質疑をお願いいたします。 

 ございませんか。 

 大川委員。 

委員（大川弘雄君） それはわかったのですけども，ごめん，ちょっとずれたらごめん

ね。今，何カ月か立ちますけど，竹原市では，これに対して新しくなっても古い時でもい

いですけども，今まで実績というか，そういうものはまだゼロでいいのですか。 
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委員長（山元経穂君） 産業振興課長。 

産業振興課長（國川昭治君） 本市の状況でございますが，本市では１件既に認定をさせ

ていただいております。その企業につきましては，竹原工業団地の方にございますが，Ｃ

ＸＲという企業でございまして，非破壊検査，いわゆる物を壊さずに，その物が壊れてい

ないかという，例えば配管の検査とか，そういったものをする機関がございますが，そこ

の研究施設を工業団地の方に整備いただいておりまして，こちらの方の認定をさせていた

だいております。固定資産税の軽減期間につきましては２９年度から３１年度ということ

で，認定業者１社ございます。 

 以上でございます。 

委員長（山元経穂君） どうぞ，大川委員。 

委員（大川弘雄君） ＣＸＲというのが新しく来たということでいいのですか。 

産業振興課長（國川昭治君） はい，そうでございます。 

委員長（山元経穂君） 大川委員。 

委員（大川弘雄君） 済みません。僕は全然知らなかったもので，すばらしいことだと思

うのですけど，引き続きあと何社でも来ていただけるような取組を是非お願いします。 

委員長（山元経穂君） よろしいですか。 

 産業振興課長。 

産業振興課長（國川昭治君） こういった企業誘致につきましては，広島県と連携をいた

しまして積極的に取り組んでまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

委員長（山元経穂君） その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（山元経穂君） 済みません。入れかえ。 

 大変失礼いたしました。 

 次に，議案第６８号平成３０年度竹原市水道事業会計補正予算（第２号）を議題といた

します。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） それでは，失礼いたします。 

 別冊の方，竹原市議会定例会提出議案その２の方の一番最後の議案第６８号の平成３０

年度竹原市水道事業会計補正予算（第２号）について説明の方をさせていただきたいと思
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います。 

 それでは，概要について説明をいたします。 

 本案は，平成３０年７月豪雨によりまして，本市で発生いたしました豪雨災害への対応

のための予算を補正するものでございます。 

 議案資料１ページをお開きください。 

 第２条について，平成３０年度竹原市水道事業会計予算第３条に定めた収益的支出の特

別損失として１６４万４，０００円を増額する内容となっております。この財源につきま

しては，現計予算内での収益的収入を持って対応することとしております。 

 次に，第３条について，予算第４条に定めた資本的収支について収入における補助金を

７２５万円増額し，支出における上水道建設改良費を７２５万円増額する内容となってお

ります。 

 次に，議案資料２ページをお開きください。 

 第４条について，予算第５条で定めた債務負担行為について，水道施設の本復旧に要す

る工事請負費として工事の期間及び限度額を定めた内容となっております。 

 続いて，議案資料５ページをお開きください。 

 各項目について，予算基礎資料により説明をいたします。 

 収益的支出予定額につきましては，応急復旧活動及び応急復旧活動に要する経費を特別

損失といたしまして，委託料１８万５，０００円，受水費１４５万９，０００円，合わせ

て１６４万４，０００円を追加計上しております。 

 次に，資本的支出予定額につきましては，水道施設の復旧に要する経費を災害復旧費と

いたしまして，修繕費３００万円の増，工事請負費１，４５０万円の増，排水設備整備事

業費について工事請負費を１，０２５万円の減，合わせて７２５万円を追加計上しており

ます。これに対しまして，資本的収入予定額につきましては，特定財源といたしまして補

助金７２５万円を計上し，収支の均衡をとっております。 

 以上で平成３０年度竹原市水道事業会計補正予算（第２号）の説明を終わります。よろ

しくお願いいたします。 

委員長（山元経穂君） それでは，質疑をお願いいたします。 

 川本委員。 

委員（川本 円君） １点だけちょっとお伺いします。 

 直接予算のことではないのですけども，今回の北部地区の断水，以前私の記憶の中で
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は，県用水を使って，分岐を行うことによって，もし不測の事態に備えて工事を行ってい

くのである，また旧管の布設替えとかという話もいろいろあったと思いますが，そのあた

りを今後この水道事業を進める上で今回の災害により何らかの支障が出てくるのか，また

その後予定の変更はないのかどうか，改めてお聞きしときます。 

委員長（山元経穂君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） 済みません。今の県用水の例えばバックアップとしての活用な

のですけども，県用水そのものがまず沿岸部に対して通っているということから，まず北

部地区への活用というのは困難であるというふうに今のところ考えております。ただ，今

後広域連携とか，そういった部分でのそういう水のバックアップの体制であるとか，そう

いったところは例えば県用水以外にも近隣の市町，東広島市とか三原市とか，そういった

ところの利活用であるとか，そういったところも含めて広域連携の中で検討していくとい

うこととなっております。 

委員長（山元経穂君） 川本委員。 

委員（川本 円君） あと，布設替え，旧管の布設替えに今回の災害によって影響，予定

の変更とか今はございませんか。 

委員長（山元経穂君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） 特には予定の変更はございません。 

委員長（山元経穂君） よろしいですか。 

委員（川本 円君） はい。 

委員長（山元経穂君） その他ございませんか。 

 大川委員。 

委員（大川弘雄君） 今の額だと，その復旧ということに対してはそうなのかと思いま

す。まず１つ，東野の井戸がやられたと思っているのですけども，水源地はどの程度の被

害だったのですか。 

委員長（山元経穂君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） 通常の濁度がかなり上がって，目視で見ても今の賀茂川と同じ

ぐらいの濁った状態の茶色い状態であったということ，そこを踏まえて今の濁った水をは

き出す，そういった作業，それから今回濁ったのが東野だけでなくて，東野水系からまた

上条の方にマツダのオートザムがあるのですけど，あの辺にも上条第１，第２水源地がご

ざいまして，そこも同じように濁った状態になったと。そこを水源として，まず東野は北
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部地域をそこを東野水源地を水源として水道を供給しているのですけども，それ以外にも

東野水系は上条第１，第２と東野水源地を通じてその水をまず成井の方にも流しているの

ですよ。そこを送水することによって，成井の今の浄水場で水を浄化いたしまして，成井

配水池から成井水系でいけば，西は吉名，それから東は忠海方面，そういった沿岸部を賄

っているということから，今回東野が濁ったことによって，当然成井の浄水場での水の供

給もかなりダウンしたと。そこでどういう形でバックアップしたかというと，先ほど川本

委員がおっしゃいました県用水，そこを代用して，バックアップ機能として水量を確保し

て，今回断水区域も北部方面でいけば，１，６２２世帯が断水したのですけども，成井水

系が仮にそういう減量によってまた断水ということになれば，８，７００世帯ぐらいにな

りますので，１万ちょっとぐらいの広範囲にわたる全体の約４０％ぐらいが断水になって

いたという状況でございます。こういった意味でもやはり県用水の必要性というのは私は

立証されたというふうに考えております。 

委員長（山元経穂君） 大川委員。 

委員（大川弘雄君） そこまで聞いていなかったのですけど，東野はポンプが壊れたのか

なと思っていたので，傷もついていないということでいいのですね。今，復旧に対しては

補正予算で何とか賄えるのかなと思うのですが，管も古いですし，断水になった原因もい

ろいろ研究しないといけないのでしょう。これからは，復興に対しての来年度の予算に係

ってくるのかもしれないですけども，そのあたりは復興に対してその断水対策みたいなの

は今の広域連携以外に考えていますか。 

委員長（山元経穂君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） そうです。断水ということで今回１，６２２世帯，これまでに

ないような断水がありました。我々もこの災害を受けて，水道課としてもかなりパニック

になったというところがかなり正直なところございます。そういったところも踏まえて，

現行では災害に対するマニュアル等もあるのですけども，今回断水したということで，給

水拠点とかでそういったところも今の学校施設とか，そういったところを利用させていた

だいておりましたけども，今後，今回の事象を踏まえて，そういったマニュアル部分もさ

らにブラッシュアップして，例えば断水になった場合のバックアップ機能とか，そういっ

たところもどういう形でこれからまた考えていかなければならないのですけども，より詳

細に詰めた，そういったマニュアルを整備していきたいというふうに考えております。 

委員長（山元経穂君） 大川委員。 
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委員（大川弘雄君） ちょっと外れてごめんなさいね。今，マニュアルのことが出たので

すけども，素人的に考えても，東野に井戸が２本なくても，田万里の方にもう一個あれ

ば，圧も要らないではないですか，上から下に流してくればいいので。そういう考えとい

うのは，竹原市の水道課では考えないのですか。 

委員長（山元経穂君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） 確かにおっしゃられるように，北部は東野水系１本だけなので

すよね。その辺で過去にも田万里の方で北部方面に水源を確保するということで，実際に

井戸を掘ったということも話を聞いています。ただ，水源的に余りよろしくない水源，水

量はあるのですけども，水道水として供給するためには，ちょっと覚えていないのですけ

ど，何か不適合なものがあって，そういう計画があったのですけども，それは断念された

という過去もそういった経緯もあります。ただ，そこを踏まえて，ただ１水源だけではや

っぱり今回の事象を踏まえて，水道課としても何か対策を講じなければならないというふ

うに考えております。先ほど説明させていただいたように，やはり広域連携とか，そうい

ったところの中で近隣の市とか，例えば空港方面でいけば県用水が通っていますので，そ

ういったところも踏まえて，今後調査研究を進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

委員長（山元経穂君） 大川委員。 

委員（大川弘雄君） 今言ったのは，多分新幹線の整備の際，掘った時に水が出た時のこ

とを言っているんだと思うのですが，そこで諦めずに，田万里の方っていい水が出ている

ではないですか。実際に酒のメーカーが購入して持って帰っているのでしょう。酒水みた

いになっているのでしょう。だから，すぐ諦めるのだから，ほかのところのいいところを

探して，そういうことも必要なのではないですか。今の答弁だったら水が悪いのでできま

せんって聞こえるので，ちょっと工夫してください。研究してください。 

委員長（山元経穂君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） その辺も含めましてまた調査研究を進めていきたいと思いま

す。 

委員（大川弘雄君） お願いします。 

委員長（山元経穂君） その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（山元経穂君） ないようでありますので，議事の都合上，暫時休憩いたします。 
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 これから委員外議員の発言申出書を皆さんに配付いたしたいと思います。執行部さんは

一旦退席していただいて結構です。ここで一旦１５分ほど休憩をとらせていただきます。

その後再度お集まりして，委員会休憩中の協議調整を行ってまいります。おおむね協議が

まとまったところで会議を再開し，委員外議員の発言について諮っていきたいと思います

ので，よろしくお願いいたします。なお，今から松本議員から出ている委員外議員の質問

表を皆さんに判断していただきたいと思いますし，私は今からちょっと松本議員に先ほど

の議論過程で出たもので取り下げるものがあるかどうかちょっと確認させていただきたい

と思います。それで，その協議結果を皆さんに示した上で，その後，即採決をとって決め

たいと思いますが，よろしいですか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（山元経穂君） わかりました。３５分に再開いたします。 

              午前１１時２０分 休憩 

              午前１１時３６分 再開 

委員長（山元経穂君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 委員による質疑を一旦保留とし，松本議員から委員外議員の発言の申し出がありまし

た。 

 お諮りいたします。 

 議案第６６号と議案第６８号について，松本議員の発言を許可することに賛成の方は起

立願います。 

              〔賛成者起立〕 

委員長（山元経穂君） ３対３か，また厳しい選択だな。このたびは許可いたします。 

委員（大川弘雄君） もうこれで終わりだ。 

委員長（山元経穂君） そういうことです。 

委員（大川弘雄君） 最後です。 

委員長（山元経穂君） ということで，起立同数で，委員長の採決により松本議員の発言

を認めることに決しました。 

 議事の都合上，暫時休憩いたします。 

              午前１１時３７分 休憩 

              午前１１時４０分 再開 

委員長（山元経穂君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 この際，松本議員に申し上げます。 

 審査の都合上，発言時間は一括で１０分以内といたします。本来，委員外議員の発言と

いうのは，所管事項や付託案件審査において特定の委員外議員が審査に必要な知識を持っ

ている場合に，それを委員会審査に活用するものであります。また，その知識を活用する

に当たり，その発言には議題に対する質疑も含まれることとなっております。よって，先

ほども確認しましたように，発言の内容が付託議案の審査に関わることから逸脱，または

委員の質疑と重複した場合は，委員長から注意等を行います。 

 それでは，委員外議員席のマイクで発言を行ってください。 

委員外議員（松本 進君） それでは，通告している中で取り下げ以外のものを質問した

いと思うのですが，まずは議案第６６号の議案で農林水産関係の災害復旧工事費１億５，

０００万円を積算内容というふうに通告しました。その内容というのは，水路とか農地と

いうのがあるのでしょうから，さっきの説明漏れで例えば農地の被害箇所とかその面積，

それがわかればちょっと教えていただきたいということと。 

 それから，そこに関わるのですけれども，クエスチョン１は農地の復旧工事で，農業者

の負担金というのが２，４６３万円負担金が要るということですから，農業者の負担金の

分で例えば農地の分で見たら１反当たり，１０アール当たりの負担金は幾らになるのか。

負担率があれば，その負担率と一緒に教えていただきたいと。 

 それから，２点目の議案第６８号，一緒でいいですかね。議案第６８号の質問，水道事

業の補正予算についてですけれども，この内容というのは災害復旧に関わって修繕費が３

００万円計上されております。ここの主な修繕内容，修繕箇所でいいのですけども，これ

はどういった内容の分の修繕が行われるのかなということと。 

 それに関わりますけれども，今度私の知った分でちょっと一例を挙げると，水道管の分

と，自宅のある給水の関係の分ですけど，公道があって，消火栓があって，それから自分

の自宅に水量器設置というので，距離はちょっと正確ではないのですけども，例えば３０

メーターぐらいあるとして，破損箇所が公の道からそのすぐそばにある消火栓，そこの消

火栓のところが破損したということで，今回災害に関わっての破損なのですけれども，そ

ういった分は特に今回災害に関わって公の部分のところの破損ということですから，そう

いった分の修繕料はこの中に入る，計上してもいいのではないかなとちょっと思ったもの

ですから，そこの内容について市の見解といいますかね，考え方を聞いておきたいという

この２点であります。 
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委員長（山元経穂君） 順次答弁願います。 

 財政課長。 

財政課長（向井直毅君） まず，１点目の農林水産関係の災害復旧工事費１億５，０００

万円の積算内容ということでございます。 

 この１億５，０００万円の積算内容につきましては，７月の豪雨災害によりまして被災

いたしました農地の復旧工事の費用として８，０００万円，農業用施設，これは水路であ

りますとか，ため池になりますが，こちらの復旧工事の費用として２，０００万円，それ

から林道三津仁賀線の復旧費用として５，０００万円，合わせて１億５，０００万円の予

算を今回計上をさせていただいております。 

 工事費用の内訳といたしまして，農地の復旧工事８，０００万円につきましては，これ

は概算ではございますが，おおむね８，０００立米の土砂が流入しているというようなと

ころの過程としてそれの撤去費用として１立米当たり１万円というふうな単価になろうか

と思いますけれども，こちらを撤去する費用として８，０００万円を見込んでおりまし

て，これは今年度実施する工事費として計上しているものでございます。 

 工事費につきましては，近日中に行われます国の災害査定を受けて，復旧の工法であり

ますとか，被災した範囲によって最終的に査定額が決定する予定でございますので，それ

によって当然工事費も最終的に確定するものというふうに考えております。 

 また，今回につきましては，先ほどの委員会でも御説明をいたしましたが，今年度発注

が可能な事業に必要な経費という形で予算を計上しておりますので，また今後追加で必要

となる経費がございましたら順次補正予算を追加で計上させていただければというふうに

考えております。 

 それから次に，歳入の分担金２，４６３万円の積算内容ということでございます。 

 まず，分担金の積算内容につきましては，竹原市の分担金条例に基づきまして，国また

は県の補助事業として行う災害復旧工事の場合は，農地については２５％，それから農

道，ため池などの農業用施設については５％で計算をいたしております。また，国の補助

事業ではない市単独事業として行う災害復旧工事につきましては，農地については３５％

の分担金，農道，ため池などの農業用施設については１０％ということになっておりま

す。 

 今回は，先ほどの工事費の内訳で申し上げましたとおり，農地の復旧工事については

８，０００万円を計上をいたしておりますので，その２５％，金額に対する割合でござい
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ますので，その２５％として２，０００万円，それから農業用施設の工事費について２，

０００万円については５％の分担金でございますので１００万円，それから林道の復旧工

事費につきましては５，０００万円に対して５％の分担金として２５０万円，それから市

単独事業といたしまして農地の復旧工事，これを２５２万５，０００円見込んでおります

が，これも３５％として８８万４，０００円，それから農業用施設については２４７万

５，０００円に対する１０％ということで２４万６，０００円，合計でこれで２，４６３

万円として積算をしているところでございます。 

 特に農地の分担金については，耕作者２５％，これは国が５０％，市が２５％というこ

とで，残りの２５％を分担金としていただくということになっておりますが，今回激甚災

害に指定されたということでございまして，まだ率としては確定ではございませんが，国

の補助率の増加が見込まれております。これに伴って，農業者が負担するそういった分担

金の率もこれは軽減されるものというふうに考えているところでございます。 

 以上が分担金についての説明でございます。 

委員長（山元経穂君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） 済みません。先ほどの修繕費３００万円，まず積算の内訳なの

ですけども，公道上の給水管などの修繕につきましては，幅があるのですけども，１カ所

当たり約１５万円の２０カ所ということで３００万円を見込んで計上しております。 

 公道とか，その消火栓とか，メーター，いわゆる公の部分の破損ということなのですけ

ども，そこの部分につきましては，当然水道課の方で負担して，その辺は修繕もしくは工

事等を行って適切な対応をしているという状況でございます。 

 以上です。 

委員長（山元経穂君） 松本議員。 

委員外議員（松本 進君） ちょっと水道の分でもう一回確認なのですが，今，公道部分

は修繕料として市が対応するよということからすれば，さっき言った公道の横の消火栓と

いいますかね，水路のところのちょうど境目といいますか，そこが破損した場合なんかは

市の方で対応してもいいという考えでいいのかどうかというのがちょっと確認をしておき

たいと思います，それが１つと。 

 さっきの受益者負担という言い方，分担金の負担なのですけども，確かに補助率が上が

って，本人さんの農地，農業者の負担が軽くなるということを期待したいのですけれど

も，それで１つ受益というのが確かに昨日の分でもちょっと説明があったと思うのです
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が，農地をそこから生産する受益というのがなかなかやっぱり現実にはそういう農業者の

厳しい状況があると思いますよね。それで，県内でもいろんな世羅町，そこは補助の上限

を決めて，２０万円以内だったと思うのですが，そういった農地の土砂撤去とか，いろん

なところに使えるように町独自で支援措置をやっているということで，庄原とか，いろん

なところが何件かあるわけですけれども，ですから補助率が上がって，負担が低くなると

いうことはいいのですけれども，それでも一定の負担が出てくるということで，そこの金

額への市独自が県内ではいろんな上限を設けているところもあるのですけれども，今回の

災害等を含めて支援措置をしているということでは，市独自も一定の考えが要るのではな

いかなということについてちょっとどうかなということを聞いておきたい。 

委員長（山元経穂君） 順次答弁願います。 

 財政課長。 

財政課長（向井直毅君） 分担金の考え方につきましては，これは条例に基づきまして一

定のルールのもとに積算をさせていただいているというような状況でございます。それ以

上の支援についてということでございますので，これは当然他市町の状況等も判断する中

で必要に応じて今後考えていく必要があるようであれば，またそこは新たな制度というこ

とになろうかと思いますので，こちらについては現在やるとかやらないとかというなこと

は当然この現時点では申し上げられませんが，今後そういった必要が生じた場合はまた検

討してまいりたいと考えております。 

委員長（山元経穂君） よろしいですか。 

委員外議員（松本 進君） はい。 

委員長（山元経穂君） 以上で松本議員の委員外議員質問を終わります。 

 それでは，質疑を一旦保留とし，これより自由討議に入ります。 

 委員外議員，執行部，傍聴者の方は退席してください。 

 委員長から一言申し上げます。 

 自由討議については，暫時休憩の中でとり行いますが，審査の過程上，マイクをオンに

して，あくまでも委員長の許可を得てから発言をお願いいたします。 

 それでは，自由討議を始めます。 

 暫時休憩いたします。 

              午前１１時５３分 休憩 

              午後 ０時３２分 再開 
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委員長（山元経穂君） 一旦休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 本日の委員会は，ここで閉会とさせていただきたいと思いますので，よろしくお願いい

たします。 

 どうもありがとうございました。 

              午後０時３３分 閉会 

 


